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〇医師確保計画について

（趣旨） 医師確保計画は、医療法第30条の４第１項の規定に基づく医療計画の一部として、
医師の確保に関する事項を定めるものです。

（計画期間） 医師確保計画は、2036年までに医師偏在の解消を達成することを長期的な
目標として、３年ごとに見直しを行うことになっており、現計画の計画期間は
2024年度から2026年度の３年間としております。

2024年度
（令和６年度）

2025年度
（令和７年度）

2026年度
（令和８年度）
※次期計画策定

2027年度
（令和９年度）

2028年度
（令和10年度）

2029年度
（令和11年度）

第8次（前期）医師確保計画

＜イメージ＞

第8次（後期）医師確保計画

中間見直し
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令和７年１１月１４日
第７回地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会【資料１】
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令和７年１１月１４日
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画等に関する検討会【資料１】
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令和７年１１月１４日
第７回地域医療構想及び医療計
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地域医療対策協議会 協議内容

令和５年６月（第１回）
・医師確保計画における医師確保の評価について
・国の指針（ガイドライン）に基づく医師確保の方針について

令和５年10月（第3回）
（医師確保計画策定の中間報告）
・構成案について
・医師偏在指標、医師少数区域及び医師少数スポットの設定について
・目標医師数及び達成に向けた施策について

令和５年12月（第4回） ・医師確保計画の素案について

令和6年2月（第5回） ・医師確保計画の原案について

＜参考＞医師確保計画（第8次：前期）策定のスケジュール
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